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政
令
第
三
百
九
十
八
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法

律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
許
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
三
条
の
四
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
号
ロ
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

別
表
を
削
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。
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（
意
匠
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

（
商
標
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

（
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
「
二
万
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
三
万
五
千
円
」
を
「
二

万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
二
万
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
八
万

四
千
三
百
円
」
を
「
十
六
万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
二
千
円
」
を
「
四
千
円
」
に
、
「
一
万
六
千
九
百
円
」
を
「
十
万
千
二
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百
円
」
に
、
「
四
百
円
を
」
を
「
二
千
四
百
円
を
」
に
、
「
六
万
七
千
四
百
円
」
を
「
十
五
万
千
七
百
円
」
に
、
「
千
六
百

円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
九
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
に
、
「
第

七
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
出
願
審
査
の
請
求

の
手
数
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
号
ロ
中
「
五
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
五
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
四
項
」
に
、
「
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
三
号
ま
で
及
び

第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
六
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
第
七
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
四
十
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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３

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
前
に
し
た
特
許
出
願
に
係
る
手
数

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
二
項
の
表
第
六
号
中
「
十
六
万
八
千
六
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四
千
円
を
加
え
た
額

（
特
許
庁
が
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条

に
規
定
す
る
国
際
調
査
報
告
（
以
下
「
国
際
調
査
報
告
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
国
際
特
許
出
願
に
あ
つ

(1)

て
は
一
件
に
つ
き
十
万
千
二
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
二
千
四
百
円
を
加
え
た
額
、
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国

際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
報
告
を
作
成
し
た
国
際
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
一
件
に
つ
き
十
五
万
千
七
百
円
に
一
請
求
項
に

つ
き
三
千
六
百
円
を
加
え
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
万
四
千
六
百
円
に
一
発
明
（
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た

一
発
明
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
一
万
八
千
円
を
加
え
た
額
」
と
、
同
表
第
十
一
号
中
「
四
万

九
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
七
千
五
百
円
に
一
発
明
に
つ
き
二
万
七
千
五
百
円

」
と
、
同
表
第
十
三
号
中
「
四
万
九
千
五
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
七
千
五
百
円
に

一
発
明
に
つ
き
二
万
七
千
五
百
円
」
と
す
る
。

（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
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政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
定
試
験
研
究
機
関
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
試
験
研
究
機
関
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
特
許
料
の
軽
減
の
手
続
）

第
十
一
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

当
該
特
許
出
願
の
番
号

三

特
許
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
特
許
出
願
が
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
技
術
移
転
事
業

の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
特
許
料
の
軽
減
）

第
十
二
条

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二

十
一
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
を
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
の
手
続
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
の

認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

当
該
特
許
出
願
の
番
号

三

出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
特
許
出
願
が
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
技
術
移
転
事
業

の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
）
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第
十
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
第
二

項
の
表
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す

る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
六
条
中
「
第
十
二
条
第
十
項
（
法
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項

」
に
、
「
法
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
十
二
条
第
十
項
（
法
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項

」
に
、
「
法
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
二
条
第
八
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項

」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条

法
第
十
二
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令

第
二
条
第
二
項
の
表
第
四
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
数
料
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。
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（
手
数
料
の
特
例
）

第
四
条

法
第
十
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号

）
第
一
条
第
二
項
の
表
第
六
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
数
料
と
す

る
。

第
五
条

法
第
十
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
は
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
数

料
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
（
第
七
条
関
係
）
」
を
「
（
第
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三

号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

二

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所

三

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
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四

独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

五

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館

六

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

七

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

八

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館

十

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館

十
一

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

十
二

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

十
三

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

十
四

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

十
五

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

十
六

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
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十
七

独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所

十
八

独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所

十
九

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

二
十

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

二
十
一

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

二
十
二

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

二
十
三

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構

二
十
四

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

二
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

二
十
六

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

二
十
七

独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所

二
十
八

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
九

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
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三
十

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
一

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

三
十
二

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

三
十
三

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構

三
十
四

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

三
十
五

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

三
十
六

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

三
十
七

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所

三
十
八

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

三
十
九

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

四
十

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

四
十
一

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所

四
十
二

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
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四
十
三

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所

四
十
四

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

四
十
五

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

（
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
第
十
六
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
に
係
る
特
許
発
明
が
当
該
独
立
行
政
法
人
（
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
独
立
行
政
法
人
研
究
者
（
同
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
研
究
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第

四
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
し
た
職
務
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

そ
の
申
請
に
係
る
特
許
発
明
に
つ
い
て
当
該
独
立
行
政
法
人
が
前
号
の
独
立
行
政
法
人
研
究
者
か
ら
特
許
を
受
け
る
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権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

５

法
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
に
係
る
特
許
発
明
が
当
該
公
設
試
験
研
究
機
関
（
法
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
公
設
試
験
研

究
機
関
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
公
設
試
験
研
究
機
関
研
究
者
（
法
第
十
六
条
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す
る
公
設
試
験
研
究
機
関
研
究
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
し
た

職
務
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

そ
の
申
請
に
係
る
特
許
発
明
に
つ
い
て
当
該
公
設
試
験
研
究
機
関
の
設
置
者
が
前
号
の
公
設
試
験
研
究
機
関
研
究
者

か
ら
特
許
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
独
立
行
政
法
人
）

第
三
条
の
二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
第
十
六
条
第
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二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
に
係
る
発
明
が
当
該
独
立
行
政
法
人
の
独
立
行
政
法
人
研
究
者
が
し
た
職
務
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
面

二

そ
の
申
請
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
当
該
独
立
行
政
法
人
が
前
号
の
独
立
行
政
法
人
研
究
者
か
ら
特
許
を
受
け
る
権
利

を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

５

法
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
に
係
る
発
明
が
当
該
公
設
試
験
研
究
機
関
の
公
設
試
験
研
究
機
関
研
究
者
が
し
た
職
務
発
明
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

二

そ
の
申
請
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
当
該
公
設
試
験
研
究
機
関
の
設
置
者
が
前
号
の
公
設
試
験
研
究
機
関
研
究
者
か
ら

特
許
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
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第
六
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

特
定
事
業
主
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者

に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
、
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
及
び
旅
館
業
を
除

く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
に
つ
い
て
は
百
人
、
旅
館
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業

と
し
て
営
む
者
に
つ
い
て
は
二
百
人
、
ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業

並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造
業
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
に
つ
い
て
は
九
百
人
）

以
下
の
個
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
中
小
事
業
主
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一

項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
提
出
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
の
前
年
（
申

請
書
提
出
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
三
月
ま
で
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
々
年
）
に
お
い
て
試
験
研
究
費
等
比
率
（

一
年
間
に
お
け
る
試
験
研
究
費
及
び
開
発
費
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
七
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
開
発
費
を
い
う
。
）
の
合
計
額
の
事
業
所
得
に
係
る
総
収
入
金
額
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
分
の
三
を
超
え
る
も
の
（
申
請
書
提
出
日
に
お
い
て
事
業
を
開
始
し
た
日
以
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後
二
十
七
月
を
経
過
し
て
い
な
い
中
小
事
業
主
の
う
ち
試
験
研
究
費
等
比
率
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

あ
っ
て
は
、
常
勤
の
研
究
者
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
研
究
者
の
数
の
事
業
主
及
び
従
業
員
の
数
の

合
計
に
対
す
る
割
合
が
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
）
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

そ
の
特
許
発
明
が
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
七
号

）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
研
究
開
発
等
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
事
業
（
同
法
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
認
定
研
究
開
発
等
事

業
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研

究
開
発
等
事
業
を
行
う
同
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人

ハ

そ
の
特
許
発
明
が
新
事
業
創
出
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
補

助
金
等
を
交
付
さ
れ
た
新
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
事
業
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業
の
終
了
の
日
か
ら
起

算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
補
助
金
等
を
交
付
さ
れ
た

同
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人

ニ

そ
の
特
許
発
明
が
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
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認
経
営
革
新
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
経
営
革
新
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
た
め
の
事
業
（
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
承
認
経

営
革
新
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
を
行
う
同
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人

第
六
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

そ
の
特
許
発
明
が
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
研
究
開
発
等
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
事
業
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
認
定
研
究
開
発
等
事

業
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
研

究
開
発
等
事
業
を
行
う
同
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者

ホ

そ
の
特
許
発
明
が
新
事
業
創
出
促
進
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
補
助
金
等
を
交
付
さ
れ
た
新
技
術
に
関

す
る
研
究
開
発
の
事
業
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該
事
業
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
補
助
金
等
を
交
付
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
企
業
者

ヘ

そ
の
特
許
発
明
が
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
経
営
革
新
計
画
に
従
っ
て
行
わ
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れ
る
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
（
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
成
果
に
係
る
も
の
（
当
該

承
認
経
営
革
新
計
画
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
出
願
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
を
行
う
同
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者

第
七
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中

「
ハ
ま
で
」
を
「
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ヘ
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
三
条
の
二
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

二

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所

三

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所

四

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
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五

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

六

独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

七

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館

八

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

九

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

十

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館

十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館

十
三

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

十
四

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

十
五

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

十
七

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
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十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所

十
九

独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所

二
十

独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所

二
十
一

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

二
十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

二
十
三

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

二
十
四

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

二
十
五

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

二
十
六

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構

二
十
七

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

二
十
八

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

二
十
九

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

三
十

独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所
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三
十
一

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
二

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

三
十
三

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
四

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

三
十
五

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

三
十
六

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構

三
十
七

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

三
十
八

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

三
十
九

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

四
十

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所

四
十
一

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

四
十
二

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

四
十
三

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
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四
十
四

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所

四
十
五

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校

四
十
六

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所

四
十
七

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

四
十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

（
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
百
七
条
第
四
項
」
を
「
第
百
七
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
九
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
百
九
十
五

条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
第
五
項
」
を
「

第
五
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
第
六
十
七
条
第
五

項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
、
「
第
四
十
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
条
第
四
項
」
に
、
「
第
七
十
六
条
第
五
項
」
を

「
第
七
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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（
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
」
を
「
及
び
第
三
項
並
び
に
」
に
、
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」

を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
第
六
項
」
を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
中
「
か
ら
第
四
項
ま

で
及
び
」
を
「
及
び
第
三
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
」
を
「
及
び
第
三
項
並
び
に

」
に
、
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
項

」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号
中
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
同
条
第
二
号
ニ
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か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
納
付
す
べ
き
特
許
料
の
軽
減
に
係
る
産
業
技
術
力
強
化
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の

政
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
っ
た
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。



- 25 -

理

由

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
許
関
係
の
手
数
料
の
額
に
関
す
る
規
定
、
独
立
行
政
法
人

に
係
る
特
許
料
等
の
軽
減
措
置
に
関
す
る
規
定
等
関
係
政
令
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


